
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

新年、明けましておめでとうございます。 
旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。 
本年も更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い

申し上げます。 

電子帳簿保存法が改正となり令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子デー

タを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要となってい

ましたが、令和3年12月27日に省令の一部が改正され、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

の2年間に限って、税務署長が、やむを得ない事情があると認め、かつ、当該電磁的記録を出力することに

より作成した書面の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときには電子保存が猶

予されるということが決まりました。 

ただし電子取引のデータ保存の義務がなくなったわけではなく、あくまで 2 年間の猶予が出来たにすぎ

ないため、その間で電子データ保存に向けて準備をしていく必要があります。 

当年も確定申告の時期が近づいてきました。 

当年の確定申告の受付開始日は令和４年２月１６日（水）となります。早期に申告を行

いたいと思いますので資料の準備にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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これまで遺言書の種類や民法改正により変更された点を確認してきました。今回は、遺言書作

成時の遺留分等に関する論点について見ていきます。 

■遺留分が問題になる場合とは？ 

 まず、遺留分とは、一定の相続人（遺留分権利者）について、被相続人（亡くなった方）の財

産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。被相続人の生前の贈与

又は遺贈によっても奪われることのないものです。 

 遺留分が問題になる場合とは、例えば、相続人が何人か存在するときに、そのうちの１人に全

財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった場合が該当します。その遺言書の内容につい

て相続人全員が納得できれば問題はありませんが、

法律上取得することが保障されている最低限の取

り分が侵害されているため、遺留分の問題が発生す

る可能性があります。 

 そのため、安易に全財産を相続人のうち１人にす

るという遺言書を作成した場合には、後々の揉め事

になる可能性がありますので、よく検討したうえで

遺言書を作成する必要があります。 

 

■相続時の遺留分の割合 

 配偶者や子、親が相続人になる場合には遺留分が認められます。被相続人の兄弟姉妹のみが相

続人になる場合には遺留分は認められていません。また、誰が相続人になるかで遺留分の割合は

異なってきます。具体的には以下の通りです。 

相続人 相続財産に締める遺留分の割合 

配偶者のみ ２分の１ 

配偶者と子供 配偶者：４分の１ 

子：４分の１ 

子のみ ２分の１ 

配偶者と直系尊属 配偶者：３分の１ 

直系尊属：６分の１ 

直系尊属のみ ３分の１ 

配偶者と兄弟姉妹 配偶者：２分の１ 

兄弟姉妹：遺留分なし 

兄弟姉妹 遺留分なし 

  

■遺言書どおり遺産分割をしなければいけないか？ 

 遺言書がある場合、遺言書は被相続人の最後の意思表示になりますので、原則として遺言書ど

おりに遺産を分割します。ただし、相続人や遺言書で遺産を取得するよう指定されていた人全員

の承諾があれば、遺言書とは違う内容の遺産の分け方をすることができます。 

～遺 言 書 ③～ 

（坂本憲彦）



 
YouTube でお金を稼いでいる方は基本的には所得税の確定申告によって申告をして税金を納めな

ければなりません。 

YouTubeの収入は、事業所得又は雑所得で申告が必要です。 

１．YouTube の収入が事業所得になる場合 

YouTuberの収入が、事業により得たものの場合は事業所得になります。 

事業とは独立・継続・反復して行われる仕事のことです。例えば、一度 

だけYouTuberとして収入を得ても、継続して反復して行われていないの 

で事業になりません。 YouTuberの収入が事業になるのは、例えばYouTu 

berを本業としている場合です。YouTuberを本業としている場合は、独 

立・継続・反復して仕事を行っているので、得た収入は事業所得になります。 

２．YouTube の収入が雑所得になる場合 

所得には、事業所得や給与所得など10種類の所得区分がありますが、他の9の所得区分にあてはまら 

ない収入が雑所得になります。YouTuberの収入の場合は、事業所得にならないものは、すべて雑所得に

なります。つまり、1年に数回程度YouTuberの収入がある場合は、事業所得とはいえないので雑所得と

なります。 

YouTubeの収入は、原則として確定申告を行い、税金を納付する必要があります。しかし、例外的に確

定申告をしなくて良いケースがあります。 

１．納める税金がないケース 

納める税金がないケースは、確定申告をしなくて良いことになっています。納める税金がないケース

とは、例えば赤字が出ているケースです。収入よりも必要経費が多い場合は、赤字が出て納める税金が

ありません。事業所得があって青色申告をしている場合は、確定申告をすることで、赤字を翌年以降3年

間に繰り越すことができます。繰り越した赤字は翌年以降の黒字と相殺し、翌年以降の税金を低くする

ことができます。赤字が出ている場合は、翌年以降の税金のことも考えて、確定申告するかどうかを決

める必要があります。 

納める税金がないもう 1 つのケースが、利益より所得控除が多い場合です。所得控除とは、扶養家族

がいる、生命保険を支払っているなど、個人の事情に応じて受けることができる控除のことです。 

２．サラリーマンの副業で、YouTube の所得が 20 万円以下の場合 

サラリーマン（メインで給与所得がある人で会社などの役員報酬を受けいている人も含みます。）が副

業をしていて、副業の金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。これは、YouTube

の収入が副業である場合でも同じです。 

「20万円以下」は収入ではなく、あくまで収入金額から必要経費を差し引いた所得金額で判断するの

で、注意が必要です。 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

    

  

  

 

  
 

  
 

  

税金・会計 Ｑ＆Ａ 

個人の YouTube の収入は、申告が必要？ 

個人の YouTube の収入を申告しなくてもよいケース 

（橋本健治） 



エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

 
 
■令和3 年分確定申告の主な変更点 

・押印義務の廃⽌  

令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について、押印義務が原則として廃止されています。確 

定申告書を書面提出する場合、今までは氏名を記載し押印が必要でしたが、今後は押印が不要となります。 

 

・確定申告書に区分欄追加  

確定申告書の収入金額等の、事業、不動産、雑の欄に 

「区分」欄が追加されました。 

事業の区分 

記帳・帳簿の保存状況を表す数字を記載 

不動産の区分１ 

国外中古建物の不動産所得に関する数字を記載 

不動産の区分２ 

記帳・帳簿の保存状況を表す数字を記載 

雑 その他の区分 

個人年金保険収入がある場合は１ 

暗号資産の収入がある場合は２ 

上記２つともある場合は３ 

 

・雑所得について 
雑所得となるような副収入がある場合、確定申告が必要な場合があります。 

・原稿料、講演料、生活品以外の資産の売却による所得など 

・暗号資産の売却等による所得など                          (北原隆幸） 

 

                                                                 

 

 

皆さんこんにちは。平成31年4月入社の青木です。今回、入社してすぐの同年7

月以来ぶりにコラムを書かせていただきます。 

まず今日に至るまでを振り返ってみると、生活環境ががらりと大きく変わった期

間でした。コロナウイルスによる初めての緊急事態宣言から既に１年半が経過して

いるにも関わらず、その影響は未だに感じざるを得ない状況で、人々が行動の制限

や自粛を求められる生活が続いています。 

しかし我慢の生活を強いられている今だからこそ、好きなことを好きなだけでき

たこれまで通りの従来の生活がどれだけ充実していて、幸せだったかということを強く感じています。 

ですが、今私たちの置かれている環境は、いくら憂いていても変わりません。であるならば私は、

コロナの終息を願いつつ、この経験をこの先の人生に少しでも生かしていきたいと感じています。当

たり前のことは決して当たり前ではないということを忘れず、人に優しく自分に厳しく生きていきた

いです。 

この思いを胸に日々精進してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

令和３年分 確定申告 改正点等 

職員コラム   ～生活環境の変化を通じて～     青木 康平  


